人材戦略セミナー開催及び伴走支援業務委託仕様書

１　委託業務名
　　人材戦略セミナー開催及び伴走支援業務

２　履行期間
　　契約締結日から令和8年3月31日まで

３　業務の目的
　　釜石市が令和6年8月に実施した地域事業者へのアンケート調査において、「特に強く意識する経営上の課題」として、4割以上の企業が「人材育成」と回答した。人件費単価の上昇やエネルギー単価をはじめ、原材料費の高騰など、経営環境が急激に変化し、地域事業者の従来のビジネスモデルが立ち行かない可能性が高まり、経営改善を否応なしに迫られている中で、人材の重要度は高まっていることから、人材育成を経営上の課題として意識する市内企業が多いものと推察される。
このことから、市内企業に対して、人材に関する現状把握及び課題整理を支援し、事業戦略上必要な人材が育つ体制及び環境の創出、あるいは採用可能な企業となるための事業者支援を本事業で実施する。

４　委託業務の内容
(1)　市内企業の人材育成の状況に関する現状把握の支援（調査・分析）
市内に本社、支社及び営業所又はこれに類する事業拠点を有する5社程度の中小企
業の現状の人材レベルの把握及び人材育成課題について調査・分析を行い、人材育成
に課題感を持つ代表者、次期後継者、右腕人材及び幹部候補者等並びに実務を担当す
る社内中核人材(※1)及び業務人材(※2)等に対して人材の現状把握及び課題把握を
支援すること。

(2)　事業者支援の企画・実施
　調査・分析を行った全ての事業者に対して、現状把握と課題整理を支援するフィー
ドバックを行い、調査・分析結果を活用して、課題の解決に向けた行動を起こす事業
者支援を企画・実施すること。企画・設計にあたっては以下の内容を盛り込
むこと。以下に記載のない内容については、委託者と受託者が協議のうえで決定する。

ア　事業者支援の対象者
　　市内に本社、支社及び営業所又はこれに類する事業拠点を有する中小企業の代表
者、次期後継者、右腕人材及び幹部候補者等並びに実務を担当する社内中核人材(※
1)及び業務人材(※2)等とする。
　　※1 事業上の様々な業務において中核を担う人材
　　※2 事業運営において各部門又は業務の遂行を担う人材

イ　実施日及び実施回数
　　令和7年7月～令和7年12月の期間中で、1社あたり1回～2回程度の事業者支援を実
施するものとする。

(3)　事業者支援後のヒアリング
　事業者支援を行った全ての事業者に対して、事業者支援後の人材育成の現状及び課題の状況について、令和8年1月から2月の期間でヒアリングを行うこと。

(4)　業務の実施状況に関する状況報告
受託者は、月あたり1回、1時間程度を目安に、事業実施の進捗状況について委託者
に報告すること。
　
(5)　実績報告書の作成
　実施した調査・分析の手法・プロセス・結果及びこれを基にした事業者支援の内容
及びヒアリングについてまとめるとともに、事業者支援の結果、市内企業にどのような効果（変化）が見られたか記載すること。

５　秘密の保持・情報提供及び個人情報の取扱い
受託者は、釜石市個人情報保護条例（平成17年釜石市条例第22号）の規定を遵守し、対象者の個人情報を適正に収集し、保管及び使用しなければならない。

６　再委託の禁止
　　受託者は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。

７　成果報告書（実績報告書）の提出
　(1) 受託者は、業務終了までに、次の成果品を提出すること。
　　ア　本業務についての実績報告書・・・3部
　　イ　上記アの電子データ・・・・・1部
(2) 委託者は、納品を受けた上記成果品について確認を行う。受託者は、委託者の確認の結果、修正等の指示があった場合は速やかに対応すること。なお、成果品の納入場所は釜石市商工観光課とする。

８　関係書類の管理及び保存
　　受託者が、委託業務を行うにあたり作成し、又は受領する文書等は、適正に管理及び保存すること。また、本業務完了時は、委託者の指示に従い、保管又は委託者への引き渡しを行うこと。
上記の関係書類は、委託業務終了後5年間保存すること。

９　その他
(1) 本業務の遂行に当たっては、委託者と緊密に連携し、本仕様に疑義が生じた場合、又は本仕様書によりがたい事由及び記載されていない事項が生じた場合は、委託者と協議の上、決定するものとする。
(2) 業務により得られたデータ及び成果品は、委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく他に使用又は公表してはならない。
(3) 著作権や肖像権等他の個人又は団体等の権利を侵害しないよう十分留意すること。
(4) 本業務を通じ知り得た一切の事項について、外部への漏えいがないように注意すること。また、委託者が提供する資料を第三者に提供したり、目的以外に使用したりしないこと。履行期間終了後も同様とする。
(5) 業務遂行に当たって、申込み及び問合せについては、原則として受託者が対応することとする。また、業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行い、委託者に報告すること。
受託者が対応できないクレームが発生した場合は、迅速に委託者に報告し、対応を協議すること。
(6) 受託者は、本業務にかかる経費について、経費毎に区分し、帳簿を備えてその収支の内容を明らかにするとともに、証拠書類を整理保管すること。
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